
～住民基本台帳カード交付申請について～ 
 

黒石市に住民登録されている方が希望すれば、有料（５００円）で発行します。  
～住民基本台帳カードは、下の２種類から選べます～  

【申請から交付までの注意】 
・カード申請から交付までは 
数日かかります 
・申請は代理でもできますが、 
交付は本人又は法定代理人 
に限ります 

 
【申請から交付までの手順】 

 
 
 
 
 
        住民基本台帳カード                          住民基本台帳カード 

 
 

          黒石市                                黒石市 
                                                          顔写真 
      2013 年 8 月 31 まで有効                        2013 年 8 月 31 まで有効 
 
 

生年月日  昭和 11 年 11 月 11 日 性別 男 
氏  名  黒石 太郎                        氏  名  黒石 太郎         
連絡先   黒石市役所民生部市民課                  住  所  青森県黒石市大字市ノ町 11 番地 1 
        青森県黒石市大字市ノ町１１番地１ 

   ０１７２－５２－２１１１                  連絡先   黒石市役所民生部市民課  
               

Ａバージョン（顔写真無し）          Ｂバージョン（顔写真付き） 

★戸籍住民係窓口（申請） 
①「住民基本台帳カード交付申請書(要印鑑)」と顔写真付きの身分証明書を窓口へ提出 
※申請に必要なものは、【申請者と必要なもの】【身分証明書】を必ずご確認ください 

 
★ご自宅 
②「住基カード交付通知書兼照会書」の回答書欄を記入、押印（市役所から郵送します） 
 
★戸籍住民係窓口（交付） 
③回答有効期限内に、回答書（②の書類）と顔写真付きの身分証明書（コピー不可）を持参 
 ※任意代理人が持参しても受付できません（本人又は法定代理人が持参してください） 

④住民基本台帳カードに関する諸手続き後、交付 
 
【申請者と必要なもの】 
住基カードの交付を

希望する方（申請者） 
窓口に来る方 

申 請 時 に 必 要 な も の 
（持 っ て く る もの） 

本 人     ・顔写真付きの身分証明書 ２０歳以上 

任 意 代 理 人 
代理人になれる

のは１５歳以上 

・申請者本人の顔写真付きの身分証明書（コピー可） 
・任意代理人の顔写真付きの身分証明書 
・委任の旨を証する書面（代理人選任届） 

本 人     ・顔写真付きの身分証明書 １５歳～１９歳 

法 定 代 理 人 
（父母等） 

・戸籍謄本（本籍が黒石市の方は不用） 
・法定代理人の顔写真付きの身分証明書 

１５歳未満 法 定 代 理 人 
（父母等） 

・戸籍謄本（本籍が黒石市の方は不用） 
・法定代理人の顔写真付きの身分証明書 

成年被後見人 法 定 代 理 人 
（成年後見人） 

・登記事項証明書（東京法務局交付のもの） 
・法定代理人の顔写真付きの身分証明書 

※顔写真付きの住基カード（Ｂバージョン）を申請する方は、６ヶ月以内に撮影した本人の顔写真も必要です 

（サイズ：縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝、無帽・正面・無背景を１枚） 
 
【身分証明書】 

 

●顔写真付きの身分証明書とは 

運転免許証、パスポート、障害者手帳、公の機関が発行した資格証 ※顔写真が添付されているもの 

●顔写真付きの身分証明書がない方は、次の書類を２つ提示して下さい 

健康保険証、船員保険証、共済組合員証、介護保険被保険者証、年金手帳（証書）、恩給証書、
老人医療受給者証、源泉徴収票等、公の機関が発行した証明書 

※学生証、生徒手帳、会社の社員証はこちらに含みます 


